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みんなで支えあうあったかい地域づくり

歳末たすけあい運動
にご協力お願いします！

○高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯などに歳末
　支援として
〇生活が困窮している世帯へ食料品や生活用品等の現物
　支援

歳　　末たすけあい運動

みんながあたたかい年末年始を迎えられるよう、
今年度もご協力よろしくお願いします。

　歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として、歳末の年に支援を必要
としている方々が安心して新年を迎えられるよう実施している募金です。皆様
からいただいた募金は、以下のような活動に配分させていただいています。

様々な福祉課題を抱えている世帯を支援するために！

〇町内の障がい福祉施設、福祉団体、NPO法人、ボランテ
　ィア活動などへの助成

地域の交流活動を支援するために！

〇一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者や重度の障がいがあ
　る方を対象とした見舞品の贈呈
〇食事作りが困難な高齢者や障がい者世帯で、対象に該当
　する方へのおせち料理の配食

高齢者や障がい者世帯の支援のために！
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※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

日 程 内　　容 会　　場
12/6 財産・登記

本部事務所
12/12 人　　権
12/19 法　　律
1/10 財産・登記

白 浜 支 部

日置川支部

※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
　いますので、事前にご予約ください。

1 人約 15分程度の相談となります。
【予約及びお問い合わせ】
　白浜支部　 ： ＴＥＬ　４５－２７１１
　日置川支部 ： ＴＥＬ　５２－２１１１

日 程 内　　容 会　　場
12/2 法　　律

高齢者生活福祉センター
12/26 成年後見
1/6 法　　律 み　ま　い　荘

福 祉 相 談 所 設 置 日 程
【時間】午後 1時 30分から 4時
　　　　　　　　( 当日受付は午後 3時まで )

※各相談は、中止とさせていただく場合がございます。
　実施の有無を確認、ご予約の上、ご来場ください。

今できる地域活動の推進を目指して
　白浜町老人クラブ連合会日置川支部では新型コロ
ナウイルス感染症に対する感染対策を行い、ペタン
ク・グラウンドゴルフ交流大会を開催しました。
　３年ぶりの開催となった今回、天候にも恵まれ、
両競技合わせて２３名の参加者と観覧の方々を合わ
せて、総勢約３０名での開催となりました。
　今大会は、老人クラブとしても久々のイベントと
なりました。今後も、屋外で行う活動等、新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大への対策を行い、今でき
る活動から再開していければと考えています。
　今後も、本会活動や各団体の活動にご協力いただ
きますよう、お願い致します。

成年後見に関する各種ご相談・お問合せは
　【高齢者に関するご相談】役場民生課地域包括支援センター　　　☎　４３－６５９６

　【障害者に関するご相談】役場民生課福祉係　　　　　　　　　　☎　４３－５７０２

　【高齢者・障害者に関するご相談】白浜町社会福祉協議会白浜本部　☎　４５－２７１１

　【日置川地区でのご相談】白浜町社会福祉協議会日置川支部　　　☎　５２－２１１１

※詳しくは相談窓口にお問合せください。

【地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき機能】
　◇成年後見制度広報・啓発活動
　　　成年後見制度を知っていただくため、広報紙やラジオ放送での啓発活動を実施
　◇成年後見制度に関する相談受付
　　　制度内容や家庭裁判所への申立てなど、成年後見制度についての各種相談
　◇成年後見制度の担い手の育成
　　　成年後見制度を広く知っていただき、成年後見制度を利用される方々への支援体制を整備
　◇後見人等への支援機能
　　　親族後見人及び親族後見を開始されようとする方々への助言などの実施

成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう
　成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどのために判断能力が不十分な方の権利や財産を守る
ための制度です。本会では、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一員として、成年後見制度における以下
の取り組みを進めています。
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